
長期にわたる日本社会の大きな課題の一つである過労死
問題への解決に向け、平成26年6月、過労死等防止対策
推進法が成立し、同年11月に施行されるに至りました。今
後、この法律が活きた形で運用されることにより、過労死
問題が日本社会からなくなる日が訪れることを目指してい
かねばなりません。
この度、職場における問題（長時間労働、パワハラ、セ
クハラ、残業代未払い等）について、弁護士及び社労士
による電話相談を実施することになりました。当事者の方も
ご家族の方も、どうぞ、一人で悩まずに、お電話ください。
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職場の悩み、
弁護士や社労士
がお聞きします！


